
沖縄県教育委員会訓令の一部改正（沖縄県教育委員会の所管に属する

会計年度任用職員の勤務条件等に関する規程等）

総 務 課

県立学校教育課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号及び沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１号の規定に基づき、統括

監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。

１ 訓令の概要

会計年度任用職員の勤務条件等について必要な事項を定めた教育委員会訓令

⑴ 沖縄県教育委員会の所管に属する会計年度任用職員の勤務条件等に関する

規程

⑵ 外国語指導助手の勤務条件等の特例に関する規程

２ 改正の経緯及び必要性

会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則が改正されたこと

に伴い、教育委員会の会計年度任用職員に関する規程を改正する必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 夏季休暇を付与する期間「７月から９月まで」を「６月から10月まで」に

改める。

⑵ これまで無給休暇であった「妊産婦の保健指導及び健康診査」及び「妊娠

中の通勤緩和」を有給休暇に改める。

⑶ この訓令は、令和３年３月19日から施行する。

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和３年３月19日

施行年月日 令和３年３月19日

５ 根拠法令

⑴ 地方公務員法

⑵ 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

⑶ 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則

６ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

令和３年第５回教育委員会会議 報告事項（５）



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
2
0
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
2
2
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

第
1
0
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
第
1
0
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し

た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

⑴
～
⑼

略
⑴
～
⑼

略

⑽
６
月
以
上
の
任
用
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
６
月
以
上
継
続
勤

⑽
６
月
以
上
の
任
用
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
６
月
以
上
継
続
勤

務
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る

務
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る

職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
数
が
4
7
日
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
夏
季
に
お
け
る
心
身
の

職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
数
が
4
7
日
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
夏
季
に
お
け
る
心
身
の

健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合

１
の
年
の
６
月
か
ら
1
0
月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
３
日
の
範
囲
内
の
期
間

め
ら
れ
る
場
合

１
の
年
の
７
月
か
ら
９
月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
３
日
の
範
囲
内
の
期
間

⑾
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
4
0
年
（
新
設
）

法
律
第
1
4
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

所
属
長
の
定
め
る

勤
務
時
間
の
範
囲
内
（
離
島
の
勤
務
公
署
に
勤
務
す
る
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
交
通
機

関
等
の
事
情
に
よ
り
所
属
長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
受
診
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
の
範
囲
内
）
で
、
妊
娠
満
2
3
週
ま
で

に
あ
っ
て
は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
2
4
週
か
ら
満
3
5
週
ま
で
に
あ
っ
て
は
２
週
間
に
１
回
、

妊
娠
満
3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
に
あ
っ
て
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
に
あ
っ
て
は
そ
の

間
に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て

も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

⑿
妊
娠
中
の
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母
（
新
設
）

体
の
健
康
維
持
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
程
度
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

所

属
長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
る
時
間

（
無
給
休
暇
）

（
無
給
休
暇
）

第
1
1
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
第
1
1
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し

た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
1
/
0
4
/
0
2
1
3
:
5
9



⑴
～
⑾

略
⑴
～
⑾

略

（
削
る
。
）

⑿
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
4
0
年

法
律
第
1
4
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

所
属
長
の
定
め
る

勤
務
時
間
の
範
囲
内
（
離
島
の
勤
務
公
署
に
勤
務
す
る
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
交
通
機

関
等
の
事
情
に
よ
り
所
属
長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
受
診
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
の
範
囲
内
）
で
、
妊
娠
満
2
3
週
ま
で

に
あ
っ
て
は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
2
4
週
か
ら
満
3
5
週
ま
で
に
あ
っ
て
は
２
週
間
に
１
回
、

妊
娠
満
3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
に
あ
っ
て
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
に
あ
っ
て
は
そ
の

間
に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て

も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

⑿
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基

⒀
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基

づ
く
指
導
事
項
を
守
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要

づ
く
指
導
事
項
を
守
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要

と
認
め
る
期
間

と
認
め
る
期
間

（
削
る
。
）

⒁
妊
娠
中
の
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母

体
の
健
康
維
持
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
程
度
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

所

属
長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
る
時
間

２
・
３

略
２
・
３

略

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）

2
1
/
0
4
/
0
2
1
3
:
5
9



新
旧
対
照
表

外
国
語
指
導
助
手
の
勤
務
条
件
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
２
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

第
９
条

所
属
長
は
、
外
国
語
指
導
助
手
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
た
第
９
条

所
属
長
は
、
外
国
語
指
導
助
手
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
た

場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

⑴
～
⑻

略
⑴
～
⑻

略

⑼
６
月
以
上
の
任
用
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務

⑼
６
月
以
上
の
任
用
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務

し
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
が
夏
季
に
お
け
る
心
身
の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活

し
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
が
夏
季
に
お
け
る
心
身
の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活

の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

１
の
年
の
６
月
か
ら
1

の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

１
の
年
の
７
月
か
ら

0
月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
３
日
の
範
囲
内
の
期
間

９
月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
３
日
の
範
囲
内
の
期
間

⑾
～
⑿

略
⑾
～
⑿

略

⒀
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
4
0
年
法

（
新
設
）

律
第
1
4
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

所
属
長
の
定
め
る
勤

務
時
間
の
範
囲
内
（
離
島
の
勤
務
公
署
に
勤
務
す
る
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
交
通
機
関
等

の
事
情
に
よ
り
所
属
長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
受
診
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
の
範
囲
内
）
で
、
妊
娠
満
2
3
週
ま
で
に

あ
っ
て
は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
2
4
週
か
ら
満
3
5
週
ま
で
に
あ
っ
て
は
２
週
間
に
１
回
、
妊

娠
満
3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
に
あ
っ
て
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
に
あ
っ
て
は
そ
の
間

に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も

そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

⒁
妊
娠
中
の
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体

（
新
設
）

の
健
康
維
持
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
程
度
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

所
属

長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
る
時
間

（
無
給
休
暇
）

（
無
給
休
暇
）

第
1
0
条

所
属
長
は
、
外
国
語
指
導
助
手
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
た
第
1
0
条

所
属
長
は
、
外
国
語
指
導
助
手
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
た

場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



⑴
～
⑼

略
⑴
～
⑼

略

（
削
る
。
）

⑽
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
4
0
年
法

律
第
1
4
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

所
属
長
の
定
め
る
勤

務
時
間
の
範
囲
内
（
離
島
の
勤
務
公
署
に
勤
務
す
る
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
交
通
機
関
等

の
事
情
に
よ
り
所
属
長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
受
診
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
の
範
囲
内
）
で
、
妊
娠
満
2
3
週
ま
で
に

あ
っ
て
は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
2
4
週
か
ら
満
3
5
週
ま
で
に
あ
っ
て
は
２
週
間
に
１
回
、
妊

娠
満
3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
に
あ
っ
て
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
に
あ
っ
て
は
そ
の
間

に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も

そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

⑾
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
母
子
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ

⑽
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
母
子
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ

く
指
導
事
項
を
守
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と

く
指
導
事
項
を
守
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と

認
め
る
期
間

認
め
る
期
間

⑿
妊
娠
中
の
女
性
の
外
国
語
指
導
助
手
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体

（
削
る
。
）

の
健
康
維
持
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
程
度
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

所
属

長
が
定
め
る
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
る
時
間

２
（
略
）

２
（
略
）

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。
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新
旧
対
照
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＜参照条文＞

○地方公務員法

（会計年度任用職員の採用の方法等）

第二十二条の二 次に掲げる職員（以下この条において「会計年度任用職員」という。）の採用は、第十七条の二

第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。

一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職（第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職

を除く。）（次号において「会計年度任用の職」という。）を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤

務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占

める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

２ 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権

者が定める。

３ 任命権者は、前二項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期

を明示しなければならない。

４ 任命権者は、会計年度任用職員の任期が第二項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職

員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

５ 第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

６ 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を

定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮

しなければならない。

７ 会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「一月」とする。

○沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

（非常勤職員の勤務時間及び休暇）

第18条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間及び休暇は、第

２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事委員会規則で定める基準に従

い、任命権者が別に定める。

○会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則（令和２人事委
員会規則第２号）

（趣旨）

第１条 この規則は、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43号。以下

「条例」という。）第18条の規定に基づき、会計年度任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２

第１項第１号に掲げる職員をいう。以下同じ。）の勤務時間及び休暇の基準に関し必要な事項を定めるものと

する。


